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●健康増進法 

第８条 

２ 市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の健康の増進

の推進に関する施策についての計画（以下、「市町村健康増進計画」という。）を定めるよう努

めるものとする。 

●食育基本法 

第１８条 市町村は、食育推進基本計画（都道府県食育推進計画が作成されているときは、食育

推進基本計画及び都道府県食育推進計画）を基本として、当該市町村の区域内における食育の

推進に関する施策についての計画（以下「市町村食育推進計画」という。）を作成するよう努め

なければならない。 
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健康日本 21（第三次） 

第４次 
長野県健康増進計画 
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健康かるいざわ
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中間見直し 

第６次：R 5～14 第７次：R15～ 

第３次：R８～17 第２次 第４次 


